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ごみダイエット
大作戦

ごみのルール

ごみと資源の
ゆくえ

容器包装
プラスチック

資源物

不燃ごみ

蛍光灯など

草木類

可燃ごみ

生ごみ処理機
購入費補助制度

粗大ごみ

小型家電

市では
扱えないごみ

一度に多量の
ごみを出す場合
犬や猫などの
死体処理

Ｑ：パソコンの周辺機器はごみに出せますか？
Ａ：プリンター、スキャナー、ルーター等は「③不燃ごみ」の日にお出しください。
　　マウス、キーボード、スピーカー等購入時の標準添付品については、パソコンとあわ
　　せて環境資源センターに自己搬入するか、製造メーカーに回収を依頼してください。
　　（16ページ参照）

Ｑ：「適正処理困難物（排出禁止物）」となっているもので処分したいものがあ
　　ります。どうすればいいですか？
Ａ：購入先や専門の処理業者に処分の相談をするか、環境資源対策課にお問い合わせくだ
　　さい。（17ページ参照）

Ｑ：在宅医療廃棄物（インシュリン注射等）はごみに出せますか？
Ａ：栄養剤パック・チューブ類 (針のついていないもの )・カテーテル等は「⑥可燃ごみ」
　　として出すことができます。しかし、注射器や針付のチューブ類等の針があるもの出
　　せませんので、医療機関や調剤薬局に返却してください。（17ページ参照）

Ｑ：仕事で発生したごみを収集場所に出してもいいですか？
Ａ：仕事で発生した厨芥類や残飯、資源化できない紙などは「事業系一般廃棄物」です。
　　市の収集場所に出すことはできません。（18ページ参照）

粗大ごみ（戸別収集）について

Ｑ：粗大ごみ証紙はどこで購入すればいいですか？
Ａ：お近くのコンビニエンスストアや個人商店などで取り扱っていま
　　す。取扱店については、ホームページをご覧いただくか、粗大ご
　　み戸別収集予約の際に受付（８２－００５３）にお問い合わせく
　　ださい。（14ページ参照）

Ｑ：粗大ごみ証紙を間違って買ってしまいました。
　　返金はしてくれますか？
Ａ：粗大ごみ証紙は払戻しが出来ませんので、収集依頼をしてから購入してください。


